
一般財源 △3,159 0 △1,974 1,974

　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２６年度  国民健康保険特別会計 予算内示 事業別概要書（当初）
1. 総務費 4. 保険税の税制改正対応事業

2. 徴税費

1. 賦課徴収費 課税課

（佐倉市）　　

第６章
「ともに生き、支え合うまちづくり」～市民ととも 5,133

に地域の絆をそだてる行政運営～ 平成23年度 0

臨時 単独 計画 0 0 0 基本施策９
健全な財政運営を進めます 平成24年度 0

平成25年度 1,974

施策２
税の公平、公正、効率的な賦課と徴収率向上に努め 平成26年度 3,159

ます 平成27年度 0

繰入金 その他

3,159 0 3,159 △3,159

3,159 3,159 3,159 0 0

・法令に則した適正なシステム改修を実施しました。 ・システム改修を行うことにより、法令に則した適正な ・国民健康保険税の賦課業務を法令に則して適正に実施

①軽減を受けている世帯について、従前と同様の軽減措置を受けること 課税事務の実施を図ります。 することで税収の確保につなげます。

ができるよう、特定同一世帯所属者を含めて軽減対象基準額を算定する ・適正な賦課実施により市税制への信頼を高め、収納率の向上に寄与し

こととしている措置について、期限を区切らない恒久措置とする。 ます。

②国保からの移行により単身世帯となる者について、世帯割額を半分に

する措置について、軽減割合を現在の半分として、3年間延長する。

13 3,159 1,974 1,185 09 02 01 03 02 00 職員給与費等繰入金（臨時分） 3,159 3,159 1,974 1,185

差引


